
岩手県　和賀郡　西和賀（錦秋湖）「静寂な朝」岩手県　和賀郡　西和賀（錦秋湖）「静寂な朝」岩手県　和賀郡　西和賀（錦秋湖）「静寂な朝」
最新の労働安全衛生法と関連政省令、
告示等に加え、新たに発出された主な
行政指導通達を収録しています。

052―602―4747
052―602―6821

19,800円（税込）

作業環境測定機関登録２３－1
労働衛生コンサルタント登録

〒457―0832 名古屋市南区浜中町 1 ̶ 5 ̶ 1

一　　般
社団法人

も　く　じ

表紙1-4　C M Y K

　

か　

り　

や　
　
　

六
月
号

発　

行　

所　

刈
谷
市
高
松
町
一
―
二
九　

ハ
ー
ト
ヒ
ル
ズ
刈
谷
ビ
ル
五
階

一
般
社
団
法
人　

刈
谷
労
働
基
準
協
会　

〒
四
四
八
―
〇
八
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
（
電
話　

〇
五
六
六
―
二
一
―
六
三
三
七
）

編　

集　

人　

青　

山　

裕　

朗

印　

刷　

所　

刈
谷
市
幸
町
二
―
二　

定
価
一
五
〇
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　
　

㈱
ク
イ
ッ
ク
ス

2026 年 6月発行　通巻 626号

2026

6
No.626

二
〇
二
六
年
六
月
発
行

　

通
巻
六
二
六
号



企業の労働110番！
　労働のトラブル・ご相談・ご質問は迷わず 052―961―7110 までお電話を

労働問題なら

●何でも　民事問題を含めた幅広いご相談が可能です

●何時でも　月～金 8：30 ～ 17：30（祝日等は除く）

● 何度でも労働基準協会会員企業さんは解決まで何度でも。

未入会企業さんも初回ご来局に限り無料でご相談が

　可能です

● 企業の立場で秘密厳守で企業防衛・繁栄のための対策を

　アドバイス。労働者の立場でのご相談はできません

●社会保険労務士等専門家が他 行政OB・産業カウンセラー

　等企業の支援活動を行う労働の専門家です住友建機販売（株）住友建機教習所　愛知教習センター

https://www.sumitomokenki.co.jp
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愛知労働局　労働基準部長　小笠原　哲治
　春暖の候、刈谷労働基準協会の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上
げます。 また、日頃より労働基準行政の推進に多大なるご理解とご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。 
　このたび、４月１日付けの人事異動により愛知労働局労働基準部長として着任
いたしました小笠原と申します。愛知労働局での勤務は初めてですが、管内の事
情等を速やかに把握し、的確な行政運営に努めてまいる所存ですので、よろしく

お願いいたします。
　さて、愛知県最低賃金は、過去最高 63 円の引上げにより、昨年 10 月 18 日より時間額 1,140 円とな
りました。
　一方、足元では、物価上昇に対して賃金上昇が十分に追いついていない状況にあります。
　このため、中小企業・小規模事業者等が賃上げしやすい環境整備に一層取り組むことが重要であるこ
とから、個々の企業が自らのニーズに沿った支援策を活用できるよう、厚生労働省だけでなく中小企業
庁の各種助成金などをまとめた「賃上げ支援助成金パッケージ」を積極的に周知し、活用促進を図って
まいります。
　次に、長時間労働の抑制については、監督指導を徹底し、過重労働による健康障害を防止するととも
に、生産性を高めながら労働時間短縮に取り組む企業に寄り添ったきめ細やかな支援を推進してまいり
ます。
　また、時間外労働の上限規制の適用が開始された建設業、自動車運転者、医師につきましても、引き
続き、円滑な施行に向けて、労働基準監督署とともに特に中小企業の自主的な取組を促すための集中的
な支援等を図ってまいります。
　労働災害防止対策につきましては、働く方々に安全と安心のほか、やりがいや生きがいをこれまで以
上にもっていただくことや、経営トップの皆様に、安全衛生管理を経営課題として捉え、企業の価値向
上を図る一環として取り組んでいただくことを目指し、リスクアセスメントのプロセスを通じて、安全
のみならず、生産性、品質、環境などを一体的に管理向上するという考え方である「安全経営あいち®」
を推進してまいります。
　加えて、「安全経営あいち®」の中核であるリスクアセスメントについて、引き続き、その理解促進を
図るための出前講座を実施するとともに、「安全経営あいち賛同事業場制度」の運用を通じて、生産性
等を高めながら安全性を向上させる支援を行ってまいります。
　労働者の健康確保対策につきましては、労働安全衛生法令に基づく健康診断、長時間労働による面接
指導、ストレスチェック等の健康確保措置やＴＨＰ指針、メンタルヘルス指針等の健康保持増進措置を
相互連携して取り組む「労働者の心身の健康確保のための総合的な対策」の周知を図るとともに、危険
性・有害性が認められた化学物質、粉じん等について、リスクアセスメントを中核とした、自律的でポ
ジティブな安全衛生管理を促進してまいります。
　労災補償行政につきましては、被災労働者等に対して迅速かつ公正に必要な保険給付を行うことが重
要であり、特に認定までに時間を要する精神障害等の複雑困難事案について、愛知労災保険業務センター
における集中的な事務処理をはじめ、労災担当部署と監督・安全担当部署が連携し、法令、認定基準等
に基づいた適正な認定とより一層の迅速な事務処理に努めてまいります。
　最後に、会員の皆様の益々のご発展とご健勝を祈念申し上げ、着任の挨拶とさせていただきます。

着　任　の　ご　挨　拶



― 2 ―

愛知労働局　職業安定部長　伊藤　勝敏
　令和８年４月１日付けで、愛知労働局職業安定部長を拝命いたしました伊藤と

申します。何卒よろしくお願い申し上げます。

　平素より、貴会並びに会員の皆様方におかれましては、労働行政、とりわけ職

業安定行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　愛知県内の雇用情勢につきましては、令和８年３月時点において有効求人倍率

は１.20 倍であり、新型コロナの影響から回復した令和４年度以降はほぼ横ばいで推移しており、求人

が求職を上回る状況が続いています。一方で、中東情勢の影響を含む物価上昇など雇用に与える影響に

ついては、引き続き幅広い産業の動向を丁寧に見ていく必要があると認識しております。雇用情勢は総

じて堅調であるものの、先行きについては緊張感を持って対応していくことが重要であると考えており

ます。

　こうした中、少子高齢化により生産年齢人口の減少が続く中で、人材確保は県内企業に共通する極め

て重要な課題となっております。求人が求職を上回る状況が続く一方で、職種や地域、就労条件による

需給の偏りが生じており、単に人を集めるだけでは充足につながらないケースも増えております。ハロー

ワークには、雇用のセーフティネットとして、求人者・求職者双方に寄り添いながら、労働市場の実情

を踏まえた的確なマッチングを実現していく役割がより一層求められています。

　求人者に対しては、事業所訪問等を通じて企業の実情や人材ニーズを丁寧に把握し、求人内容の改善

や採用手法の工夫について助言を行うとともに、企業の魅力や働きやすさが求職者に適切に伝わるよう

支援してまいります。また、医療・介護・保育分野をはじめとする人材不足分野においては、関係機関

とも連携しながら、戦略的かつ継続的な支援を行い、地域に不可欠な人材の確保につなげてまいります。

　また、持続的な賃上げと企業の成長を実現するためには、生産性の向上が不可欠であり、その基盤と

なる人材育成が重要です。このため、公的職業訓練や人材開発支援助成金の活用をはじめとしたリ・ス

キリングの推進に引き続き取り組んでまいります。特に、デジタル分野を中心としたスキル習得につい

ては、企業が求める人材像を踏まえつつ、労働者の能力向上が企業の生産性向上につながる好循環を生

み出せるよう、訓練内容と助成金をパッケージにした提案を進めてまいります。

　障害のある方の雇用につきましては、令和８年７月に法定雇用率の引上げが予定されていることを踏

まえ、企業における障害者雇用への理解促進と、より一層の支援体制の強化が求められております。ハ

ローワークでは、関係機関と連携したチーム支援や、企業に対する助言・支援を通じて、障害のある方

がそれぞれの能力を発揮し、安心して働き続けられる職場づくりを後押ししてまいります。

　外国人労働者につきましては、産業を支える重要な人材として、その存在感が高まっており、在留資

格の多様化や就労形態の変化が進む中で、適正な雇用管理と、安定した就労支援が重要となっています。

ハローワークでは、外国人求職者に対する丁寧な職業相談・紹介を行うとともに、事業主に対しても制

度の周知や雇用管理改善の支援を行い、円滑な就労と職場定着につながる取組を進めてまいります。

　また、多様な人材の活躍に向けて、女性活躍、高年齢者等の雇用支援についても進めてまいります。

　今後とも、地域の皆様との連携を何よりも大切にしながら、環境の変化に的確に対応し、職業安定行

政の着実な推進に努めてまいりますので引き続き、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

着　任　の　ご　挨　拶
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愛知労働局　需給調整事業部長　中森　幸司
　令和８年４月１日付けで愛知労働局需給調整事業部長を拝命いたしました中森
でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　刈谷労働基準協会の皆様におかれましては、日頃より労働行政の推進に格別の
ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、労働力の需給調整を取り巻く環境は、ここ数年、大きな変化の只中にあ
ります。

　以前からの少子高齢化の進行に伴う労働力人口の減少により、多くの分野で人手不足が深刻化してお
り、企業における人材確保の重要性は一層高まっております。
　そのような中、人材派遣や職業紹介などの人材サービスは、労働力の適切な配置とミスマッチ解消に
おいて、ますます重要な役割を担っております。
　実際、人材ビジネス市場はＳＮＳやＷｅｂを使用しての求人・求職活動やスポットワークの普及など、
サービスや就業形態も多様化しながら拡大傾向にあり、派遣需要も引き続き高い水準で推移しております。
　一方、こうした成長の裏側では、雇用の安定性確保や処遇改善、人材ビジネスにおける適正な事業運
営の確保といった課題も顕在化しております。
　職業紹介事業については、人材不足の深刻化によりそのニーズが年々高まっており、愛知局管内の職
業紹介事業者は令和８年３月末現在で 2,578 事業所（対前年同月比＋2.3％）と年々増加傾向にあります。
　また、労働者の入職経路において募集情報等提供事業者等による求人メディア・広告が就職・転職の
主要なツールとなっており、募集情報等提供事業者の中でも求職者に関する情報を収集して事業を行う
届出制の特定募集情報等提供事業者は令和８年３月現在で全国に 1,457 事業者あり、こちらも増加傾向
にあります。
　このような状況の中、特に医療、介護、保育の医療等３分野に従事する労働者を採用する際の紹介手
数料に対する負担感の増大や紹介就職者の早期離職に係る問題がクローズアップされており、当部とし
ては手数料及び早期離職等に関するトラブル事案の把握とセミナー等における法制度の周知を重点的に
実施するとともに、お祝い金等の提供の原則禁止及び就職後２年間の転職勧奨禁止に係る職業紹介事業
の許可条件への追加や、募集情報等提供事業によるお祝い金等の提供の原則禁止などの法規制が適切に
履行されるよう、事業者に対し定期的な指導監督や、法違反が疑われる事案を把握した場合の速やかな
指導監督の実施等により法令遵守の徹底を図ってまいります。
　労働者派遣事業については、令和８年３月現在で愛知局管内の派遣事業所数が 3,574 事業所と全国で
東京、大阪に次いで多く、その中でも県の基幹産業である製造業への派遣を行う事業所の割合が 36.8％
と他県と比べ高い状況であります。
　そこで、この地域における適正な需給調整機能の確保のため、派遣元、派遣先、派遣労働者等に対し、
同一労働同一賃金制度の令和８年１０月改正を含めた労働者派遣制度全般の積極的な周知を図り、併せ
て派遣元、派遣先、請負事業者等への定期的な指導監督や、法違反が疑われる事案を把握した場合の速
やかな指導監督の実施等により法令遵守の徹底を図ってまいります。
　今後とも、貴協会をはじめ関係団体の皆様との連携を一層深めながら、健全で信頼される労働市場の
実現に努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後に、貴協会のますますのご発展と、会員の皆様のご健勝、ご活躍を心より祈念申し上げ、着任の
ご挨拶とさせていただきます。

着　任　の　ご　挨　拶
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愛知労働局
　令和８年度の愛知労働局行政運営方針においては、以下の３つの柱に基づき、自治体、労使団体、関

係機関とも連携を図り、効果的・効率的な行政運営に取り組んでまいります。

令和８年度　愛知労働局行政運営方針

労働基準部関係の取組の概要については、以下のとおりです（抜粋）。

１　最低賃金・賃金の引上げに向けた支援

(1)　最低賃金・賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者等支援

■　賃金引上げを支援するための各種支援策等の積極的な周知及び利用勧奨

〇 個々の企業が自らのニーズに沿った支援策を活用できるよう、厚生労働省だけでなく中小企業

庁や自治体の各種助成金などをまとめた「賃上げ支援助成金パッケージ」を局、監督署、安定

所が一体となり、あらゆる機会を捉えて周知・利用勧奨を行う。

〇 愛知働き方改革推進支援センターに賃上げ支援策の相談窓口を設置し、厚生労働省の助成金だ

けではなく中小企業庁の補助金についても個別相談に対応し、バックアップ体制を強化する。

■　取引適正化・適切な価格転嫁等への機運の醸成等

〇 局及び監督署において、令和８年１月に改正された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に

関する指針」（以下「労務費価格転嫁指針」という）及び中小受託取引適正化法の周知を行う。

〇 労務費価格転嫁指針に沿わない行為に関する情報を把握した場合には、公正取引委員会に情報
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提供等を行う。

〇 「しわ寄せ」に関する情報を把握した場合には、中部経済産業局に情報提供を行う。

〇 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、監督指導

等により、最低賃金・賃金支払の徹底を行うとともに、企業が賃金引上げを検討する際の参考

となる地域の平均的な賃金や企業の取組の好事例を提供する等、企業の賃金引上げに向けた環

境整備を行う。

〇 「適正な取引・価格転嫁を促し地域経済の活性化に取り組む共同宣言」に基づき、愛知県が開

催する「取引適正化・価格転嫁促進シンポジウム」に参加するなど、県内の行政機関、経済団

体、労働団体及び金融機関が連携して取引適正化、適切な価格転嫁等への機運の醸成を図る。

(2)　最低賃金制度の適切な運営

■　愛知地方最低賃金審議会の円滑な運営

〇 事務局として、県内の経済動向、地域の実情及びこれまでの審議状況などを踏まえつつ、適切

な資料の収集、作成、提示に努め、厚生労働省労働基準局賃金課と連携を図りながら、審議を

尽くして金額が決定されるよう愛知地方最低賃金審議会の円滑な運営を図る。

■　最低賃金額の周知及び遵守の徹底 

〇 最低賃金額の改正については、使用者団体、労働者団体及び地方公共団体等の協力を得て、県

民に幅広く周知し、使用者及び労働者等に周知徹底を図る。

〇 これまでの監督指導の結果や労働相談等の各種情報を踏まえ、最低賃金の遵守を図るため、履

行確保上問題があると考えられる業種等に対して重点的に監督指導等を行う。

２　職場環境改善に向けた取組み

(1)　安全で健康に働くことができる環境づくり

■　長時間労働の抑制

〇 各種情報から、時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事

業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を中心

に、監督指導を実施する。また、過労死等を発生させた事業場に対しては、企業本社における

全社的な再発防止対策を指導する。

〇  11 月の「過労死等防止啓発月間」において、過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働

解消のためのセミナーの実施等に取り組む。

〇 「労働時間相談・支援班」による説明会の開催や個別訪問等を通じて、中小企業・小規模事業

者等に対する支援を行う。

〇 令和６年度に時間外・休日労働の上限規制が適用された建設業、自動車運転者、医師について、

労働時間短縮に向けた支援を行う。

■　労働条件の確保・改善対策

〇 監督指導を通じて、事業場における基本的労働条件の枠組みや管理体制の確立を図り、労働基

準関係法令の遵守を図る。

〇 重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められる事案に対しては、司法処分も含め厳正に対処



― 6 ―

する。

〇 技能実習生や特定技能外国人等の外国人労働者を使用する事業場について、労働基準関係法令

違反の疑いがある事業場や名古屋出入国在留管理局・外国人技能実習機構との相互通報制度に

より通報があった事業場等に対し監督指導を実施する。

〇 自動車運転者を使用する事業場について、違法な長時間労働等が疑われる事業場や愛知運輸支

局との相互通報制度により通報があった事業場等に対し監督指導を実施する。また、愛知運輸

支局との合同監督・監査を実施する。

〇 障害者である労働者については、自治体等の関係機関と情報共有を図り、労働基準関係法令違

反の疑いのある事業場に対して速やかに監督指導を実施する。

■　14 次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

〇 リスクアセスメントのプロセスには、現場の実態把握を含めていることから、これを通じて経

営上必要な視点である「ＰＱＣＤＳＭＥ」を一体的に捉え、それらを同時に高める戦略的手法

を「安全経営あいち®」として提唱し、推進する。また、「安全経営あいち賛同事業場制度」の

運用を通じ、「安全経営」とリスクアセスメントに積極的に取組む事業場の姿勢を内外に示す

ことで、企業価値向上を支援する。

〇 高年齢労働者が安全に働ける職場環境の実現に向け、高年齢労働者の労働災害防止のための指

針（令和８年２月 10 日公示）・補助金の周知、外国人労働者等に安全衛生に関する視聴覚教材

等を周知する。

〇 「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策の推進を図る。

〇 熱中症重篤化防止のため、令和７年６月に施行された改正安衛則の周知を図るとともに、熱中

症予防のため「職場における熱中症防止のためのガイドライン」の周知を図る。

《第三次産業対策》（＋ Safe の運用）

〇 顧客等へのサービス提供と安全衛生管理の一体的運用を促すため、寄り添い型支援「+Safe」

の運用を通じ、自主的取組を促す。

《リスクアセスメント出前講座の利用促進》

〇 「安全経営あいち®」の中核であるとともに、機械の包括的な安全基準に関する指針、化学物

質の自律的管理でも必須となる、リスクアセスメントの理解促進のため、出前講座を積極的に

広報し、利用を促す。

《総合的な健康確保対策》

〇 個別の情報として取り扱われがちな、健康診断、面接指導、ストレスチェック等の結果を総合

的に取り扱う手法の指導を通じて、事後措置の実施と健康保持増進を一体的に推進する。

〇 危険性・有害性が認められた化学物質について、リスクアセスメントを中核とした、労働者の

ばく露の程度の低減措置の実施等について、丁寧な指導援助を行う。

《製造業対策》

〇 「機械の包括的な安全基準」に基づいて、①メーカーによる残留リスク情報の提供、②ユーザー

による残留リスク等を踏まえたリスクアセスメント等の実施、③ユーザーからメーカーへの災

害等の情報の提供、これら３つの事項の実施・徹底を図る。

〇 既存の動力機械について、労働者の注意力によってのみ、安全を担保する措置から、必要な保
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護方策を追加する等の指導を徹底する。

《建設業対策》

〇 設計時に安全面を含めた施工の事前シミュレーション（フロントローディング）の実施につい

て、丁寧な指導援助を行う。

〇 デジタル技術やＡＩ、ウェアラブル端末等、ＤＸの推進により、効率的・効果的な安全衛生管

理及び危険有害作業の遠隔管理・遠隔操作・無人化等による作業の安全化を推進する。

〇 足場等の墜落防止措置等、必要な保護方策等の指導を徹底する。

(2)　労働保険制度の円滑な運営

■　労災保険給付の迅速・適正な処理

〇 労災保険給付の請求に対しては、請求受付後、速やかに必要な調査を実施し、管理者による組

織的な進行管理を徹底する等、迅速な事務処理を推進するとともに、法令、認定基準等に基づ

いた適正な認定を行う。

　 特に、認定までに時間を要する脳心事案や精神事案などの複雑困難事案の請求が増加傾向にあ

るが、労災担当部署（愛知労災保険業務センター）と監督・安全衛生担当部署が連携し、認定

基準等に基づいた適正な認定及びより一層の迅速な処理に努めるとともに、請求人に対する処

理状況の連絡等の実施を徹底する。

〇 石綿による中皮腫や肺がん等の石綿関連疾患について、がん診療連携拠点病院を中心とした労

災指定医療機関に対し、認定基準等の周知広報を行うとともに、労災請求の勧奨の依頼を行う

ことで、石綿ばく露作業により石綿関連疾患にり患した被災労働者等の保護を推進する。

■　労働保険制度の円滑な運営

《労働保険未手続事業一掃対策の推進》

〇 未手続事業の的確な把握のため、監督署・ハローワークとの連携を密にするとともに通報制度

等を活用した地方行政機関や各種業界団体からの情報収集に努める。また、労働保険の加入促

進に関する事業の受託団体と連携し加入勧奨に努めるほか、度重なる加入勧奨によっても自主

的に成立手続を行わない事業主については、訪問による手続指導や職権成立手続を行う。

《収納未済歳入額の縮減に向けた取組》

〇 滞納事業場について組織的に管理し、高額滞納及び複数年度にわたり滞納している事業場を重

点対象として、年間を通じて実効ある滞納整理を実施するとともに、時効更新措置等の適切な

債権管理に努め、必要に応じて強制執行を含む積極的な滞納処分に取り組む。また、利便性向

上と期日までの完納を目指す観点から口座振替納付の利用促進を図る。

《電子申請の利用促進》

〇 電子申請の利用促進を図る動画の配信や社会保険労務士会、労働保険事務組合等に対する利用

勧奨を積極的に行う。また、電子申請体験コーナーを設置し、操作体験を通じた利用促進を図る。

※　 行政運営方針（全体概要版）は、愛知労働局の

　　ホームページからダウンロードできます。
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愛知労働局長　小林　洋子

　令和８年度の全国安全週間は、「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」をスローガンに、

６月１日から 30 日までを準備期間として、７月１日から７日までの間、全国で一斉に展開されます。

　全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、産業界にお

ける自主的な労働災害防止活動の推進を目的として、一度も中断することなく続けられ、本年度で第

99 回を迎えます。この間、産業安全に関係する皆様方のご尽力により安全水準は着実に向上してきま

したが、なお多くの労働災害は発生しています。

　愛知県における令和７年の労働災害発生状況は、死亡者数 30 人と前年より４人（11.8％）減少し、

休業４日以上の死傷者数も 7,852 人と６年ぶりに前年より減少しております（295 人（3.6％）減少）。

　また、休業４日以上の死傷災害については特に転倒災害や腰痛災害など、作業行動に起因する災害が

多くを占め、その対応が重要となっています。

　さらに、近年では、高年齢労働者や外国人労働者など、働く人の属性が一層多様化しており、更なる

安全衛生管理の推進が求められています。

　第 14 次労働災害防止推進計画では、「安全経営あいち®」の理念のもと、働く方々が安全と安心を確

保された環境の中で、やりがいや生きがいをもてる社会の実現を目指しています。安心して働ける環境

は、女性や高年齢者、外国人、障害のある方を含む多様な人材が、自らの役割を果たし、能力を十分に

発揮するための基盤となります。そのため、経営トップが主体となって安全衛生管理を経営課題として

捉え、現場の実態を的確に把握し、リスクアセスメントを行うことで、多様な人材が安全に働くことが

できる環境を整え、安心して能力を発揮できる職場づくりを目指すことが重要です。

　また、この「安全経営あいち®」の理念は、安全の確保だけでなく、生産性や品質の向上を含めた企

業価値の向上につながり、持続的な成長を実現するものであると期待されます。

　この理念をより多くの事業者の皆様にご理解いただくため、愛知労働局では、引き続き「安全経営あ

いち賛同事業場制度」の運用をさらに進めて「安全経営あいち®」の拡張・深化を図ってまいります。

　事業場の皆様におかれましては、全国安全週間を契機として、自律的でポジティブな安全衛生管理に

向け、全ての労働者が安全に働くことができる職場環境づくりをより一層進めていただきますようお願

いいたします。

第99回　全国安全週間を迎えるにあたって
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刈谷労働基準協会
　2026 年 4 月 24 日㈮シャインズにて刈谷労働
基準監督署相部署長をお迎えし、理事 22 名、
監事 2名出席のもと、2026 年度第 1回理事会が
開催されました。
　加藤会長の挨拶と議長の下、下記内容の審議
が行われ、審議事項についてはすべて承認され
ました。
　審議事項等の後、相部署長より令和 8年度愛
知労働局の行政運営方針案についての講話があり、特に労働基準行政に係る取り組み内容（下記）と熱
中症対策の強化について説明がありました。
１) 最低賃金・賃金引上げに向けた支援、最低賃金制度の適切な運営
２) 女性活躍推進法の確実な履行確保、総合的なハラスメント対策
３) ワーク・ライフ・バランスの促進、長時間労働の抑制、労働条件の確保・改善対策
４) 14 次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

審議事項
議案 1． １）2025 年度事業報告ならびに収支決算報告承認の件
　　　　 ２）業務・会計監査報告
議案 2．役員の一部変更の件
議案 3．入会事業所承認の件

2026年度　第1回理事会が開催される

寿金属工業株式会社　碧南工場
　弊社の碧南工場にて無災害日数3,050日を達成し、
中央労働災害防止協会様より第５種（金賞）を授与
されました。
　弊社はアルミ合金製鋳物の型の製造から量産品の
出荷まで一貫した生産システムを構築しており、碧
南工場では砂型鋳造による試作品等の小ロット品の
製造とマシニングセンタ等を使用した切削加工を実
施しております。

　高温の溶けた金属や刃具を毎日のように使用していな
がらも第５種（金賞）を獲得できたのは従業員一人一人
が「安全第一」で作業に取り組んできた証だと思います。
　最高位の無災害記録表彰を授与されましたが、今後
も更に無災害記録が継続するように取り組んでまいり
ます。
　これからも関係者各位のご指導のほどよろしくお願い
します。

中小企業無災害記録証受賞
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愛知労働局
　厚生労働省が実施しております各種統計調査につきましては、平素より格別のご理解とご協力を賜り

厚くお礼申し上げます。

　さて、本年も７月に、「賃金構造基本統計調査」を下記のとおり実施いたします。

　この調査は、国の最も重要な統計の一つとして法律（統計法）に基づく「基幹統計」に指定されてい

るものです。

　調査の対象となられました事業所におかれましては、大変お忙しいところ誠に恐縮ではありますが、

調査の趣旨、重要性をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

１　調査目的

　主要産業に雇用される労働者について、賃金の実態を雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、

勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的としています。

２　調査結果の活用

　企業の賃金を決定する際の資料として広く利用されているほか、賃金関係の訴訟等における逸失利

益算定の資料にも利用されています。

　また、最低賃金の決定や、労災保険給付における休業給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、

行政資料としても必須のものとなっています。

３　調査対象企業

　厚生労働省が一定の方法によって抽出した愛知県内の事業所です。

４　調査票等の発送時期

　調査対象となった事業所へは、厚生労働本省から調査票等を 7月初旬までに順次発送します。

５　ご提出の期日及び方法

　ご提出の期日は 7月 31 日です。「政府統計オンライン調査総合窓口」からオンラインで回答できま

すので、是非ご活用ください。

　なお、調査票等に同封の返信用封筒にて愛知労働局（ただし、一括調査企業の場合は、厚生労働本

省）への郵送も可能です。

　（政府統計オンライン調査総合窓口）https://www.e-survey.go.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せ先

愛知労働局労働基準部賃金課　電話　052-972-0258

令和８年賃金構造基本統計調査の実施についてご協力をお願いします
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愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和8年5月8日現在の速報値）

業　種 年　別 令和 8年速報値 令和 7年同時期（速報値） 令和 7年確定値
製 造 業 1 3 8

食 料 品 製 造 業
化 学 工 業 1 1
鉄 鋼・非 鉄 金 属 1 1 2
金 属 製 品 1
一般・電気・輸送用 1 1
そ の 他 3

建 設 業 3 1 8（ 1 ）
土 木 工 事 業 1 1 3（ 1 ）
建 築 工 事 業 1 2
そ の 他 1 3

陸 上 貨 物 運 送 事 業 4（ 3 ）
商 業 1（ 1 ） 5（ 3 ）

卸 売 業 2（ 1 ）
小 売 業 1（ 1 ） 2（ 2 ）
そ の 他 1

清 掃 ・ と 畜 業 3
上 記 以 外 の 事 業 4（ 1 ） 1 2（ 1 ）

合　　　　　　計 8（ 1 ） 6（ 1 ） 30（ 8 ）
※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

愛 知 労 働 局

7

6

8

愛知県の全産業死亡災害
（令和 8年 5月 7日現在） 愛 知 労 働 局
発 生 月
発生時間 業　種 労働者数 被災者

職　名
年
令

経
験 事故の型 起因物 災　害　状　況

R8.3.29.
10：00 鉄鋼業 9名以下 30

代 年 感電 送配電線等
変電設備更新のため、当該設備の電流を測定していた
ところ、高電圧電線（6600 Ｖ）に接近若しくは触れ
たため、感電し、加療していたものの亡くなったもの。

R8.4.27.
16：00

建築工事業
（木建以外） 9名以下 40

代 年 飛来 ･落下 掘削用機械
クレーン機能付きバックホウにて、立坑内部にあるミニ
バックホウをつり上げたところ、バックホウのフックか
らミニバックホウを吊っていた吊り具が外れて、ミニバッ
クホウが落下し、鋼矢板の間に労働者が挟まれたもの。
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令和8年発生　労働者死傷病報告書受付状況（令和8年4月末日現在）
刈谷労働基準監督署

今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数 今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数

休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡

製 造 業 計 16 47 43 ＋4 建 設 業 計 4 10 14 －4

食 料 品 1 8 11 －3 土 木 2 －2

繊 維 1 1 ＋1 建 築 3 8 7 ＋1

木材・木製品 そ の 他 1 2 5 －3

製紙・印刷 1 2 ＋2 交通・運輸業 4 21 （1） 13 ＋8 ＋1

化 学 3 5 －2 陸 上 貨 物 業 1 2 ＋2

窯業・土石 1 2 4 －2 港 湾 荷 役 業 1 －1

鉄鋼・非鉄 1 7 ＋7 商 業 10 27 12 ＋15

金 属 製 品 2 6 7 －1 接客・娯楽業 2 10 8 ＋2

一 般 機 械 1 3 －2 清 掃 業 4 4

電 気 機 械 2 3 ＋3

輸送用機械 7 12 13 －1 そ の 他 7 16 21 －5

その他製造 2 ＋2 合 計 44 137 （1）116 ＋21 ＋1

　※本統計は令和 8年 4月末までの労働者死傷病報告（休業 4日以上）の受付件数で集計しています。
　※（　）内は死亡者数で内数で表しております。

必要な講習はお済みですか？必要な講習はお済みですか？必要な講習はお済みですか？
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熱中症と「災害発生プロセス」
　刈谷労働基準監督署

　熱中症の発生はWBGT（暑さ指数）と明確に関連しており、予防についても作業者の暑熱環境ばく

露管理を行うことで一定の科学的アプローチが可能です。

　全ての労働災害は、「災害発生プロセス」を経て発生します。このため労働災害の検証等は「災害発

生プロセス」に沿って行うことが最も論理的であり、各種の熱中症対策における「災害発生プロセス」

へのアプローチを図示すると下図のようになります。「災害発生プロセス」の上流に働きかける対策の

ほとんどは、事業者が取り組むべき事項であり、作業者にできることは限られています。様々な対策を

講じ、万全のように思えていても、実際には「災害発生プロセス」の一部の箇所へのアプローチにかた

よっている可能性もあります。

　本年度も「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」実施中であり、重点取組期間である７月を

向かえるにあたって、今一度、事業場内で講じられている熱中症対策が「災害発生プロセス」の「どの

段階のどの部分」にアプローチしているのかを検証したうえで、網羅的な対策に繋げていきましょう。

　また、令和７年６月１日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症の重篤化を防止するための体制整

備等につき、職場における熱中症対策が強化されています。

　関係者が熱中症に対する十分な認識を持ち、協力体制のもと熱中症の根絶を目指していきましょう！

＜令和7年 6月 1日改正
労働安全衛生規則について＞
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育
児
・
介
護
休
業
法
の
改
正

ポ
イ
ン
ト

　

令
和
七
年
四
月
お
よ
び
十
月

よ
り
育
児
・
介
護
休
業
法
が
改

正
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
皆
様
の

会
社
に
お
い
て
は
就
業
規
則
の

見
直
し
や
制
度
の
周
知
な
ど
の

対
応
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
。

　

改
正
に
よ
り
義
務
化
さ
れ
た

改
正
ポ
イ
ン
ト
を
抜
粋
し
て
紹

介
し
ま
す
。

（
１
）
子
の
看
護
休
暇
の
見
直
し

　

対
象
と
な
る
子
の
範
囲
が「
小

学
校
三
年
生
修
了
ま
で
」
に
拡

大
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
取
得

事
由
に
「
感
染
症
に
伴
う
学
級

閉
鎖
等
や
入
園
（
入
学
）
式
、

卒
業
式
」
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

労
使
協
定
に
よ
る
継
続
雇
用
期

間
六
か
月
未
満
の
除
外
規
定
が

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

↓
就
業
規
則
の
見
直
し
が
必

要
で
す
。

（
２
）
所
定
外
労
働
の
制
限
（
残

業
免
除
）
の
対
象
拡
大

　

請
求
可
能
と
な
る
労
働
者
が

「
小
学
校
就
学
前
の
子
を
養
育
す

る
労
働
者
」
に
範
囲
が
拡
大
さ

れ
ま
し
た
。

　

↓
就
業
規
則
の
見
直
し
が
必

要
で
す
。

（
３
）
短
時
間
勤
務
制
度
（
三
歳

未
満
）
の
代
替
措
置

　

三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る

労
働
者
に
関
し
、
短
時
間
勤
務

制
度
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
の
代
替
措
置
に
、「
テ
レ

ワ
ー
ク
等
」
が
追
加
さ
れ
ま
し

た
。

　

↓
選
択
す
る
場
合
は
、
就
業

規
則
の
見
直
し
が
必
要
で
す
。

（
４
）
育
児
休
業
取
得
状
況
の
公

表
義
務
適
用
拡
大

　

公
表
義
務
の
対
象
と
な
る
企

業
「
従
業
員
数
三
〇
〇
人
超
」

と
な
り
ま
し
た
。
公
表
す
る
内

容
は
、
男
性
の
「
育
児
休
業
等

の
取
得
率
」
ま
た
は
「
育
児
休

業
等
と
育
児
目
的
休
暇
の
取
得

率
」
で
す
。
公
表
は
、
年
一
回
、

対
象
と
な
る
事
業
年
度
が
終
了

後
お
お
む
ね
三
か
月
以
内
に
企

業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
よ
り
、

一
般
の
人
が
見
え
る
方
法
で
公

表
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
５
）
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の

雇
用
環
境
整
備

　

介
護
休
業
や
両
立
支
援
制
度

等
の
申
出
が
円
滑
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
、「
研
修
の
実

施
」「
相
談
窓
口
の
設
置
」「
利

用
事
例
の
収
集
・
提
供
」「
利
用

促
進
に
関
す
る
方
針
の
周
知
」

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
６
）
介
護
離
職
防
止
の
た
め
の

個
別
の
周
知
・
意
向
確
認
等

　

①　

介
護
に
直
面
し
た
旨
申

し
出
た
労
働
者
に
対
す
る
個
別

の
周
知
・
意
向
確
認

介
護
休
業
や
介
護
両
立
支
援
制

度
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、

「
制
度
の
内
容
」「
制
度
の
申
出

先
」「
介
護
休
業
給
付
金
に
関
す

る
こ
と
」
に
つ
い
て
個
別
に
確

認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

②　

介
護
に
直
面
す
る
早
い

段
階
（
四
十
歳
等
）
で
の
情
報

提
供

　

介
護
に
直
面
す
る
前
の
段
階

か
ら
前
項
と
同
様
な
措
置
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
７
）
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す

る
た
め
の
措
置
等

　

①　

三
歳
か
ら
小
学
校
就
学

前
の
子
を
養
育
す
る
労
働

者
に
対
し
て
、「
始
業
時

刻
等
の
変
更
」「
テ
レ
ワ
ー

ク
等
（
月
十
日
以
上
）」「
保

育
施
設
の
設
置
運
営
等
」

「
就
業
し
つ
つ
子
を
養
育

す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る

た
め
の
休
暇
」「
短
時
間
勤

務
制
度
」
の
五
つ
の
う
ち

二
つ
以
上
の
措
置
を
講
ず

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

②　

三
歳
未
満
の
子
を

育
て
る
労
働
者
に
対
し

て
、
柔
軟
な
働
き
方
を
実

現
す
る
た
め
の
措
置
に
関

す
る
内
容
の
説
明
お
よ
び
制
度

の
利
用
意
向
を
個
別
に
確
認
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

↓
就
業
規
則
の
見
直
し
が
必

要
で
す
。

（
８
）
仕
事
と
育
児
の
両
立
に
関

す
る
個
別
の
意
向
聴
取
・
配
慮

　

①　

労
働
者
が
本
人
ま
た
は

配
偶
者
の
妊
娠
・
出
産
等
の
申

出
時
と
労
働
者
の
子
が
三
歳
に

な
る
ま
で
の
適
切
な
時
期
に
、

「
勤
務
時
間
帯
」「
勤
務
地
」「
両

立
支
援
制
度
等
の
利
用
期
間
」

「
就
業
の
条
件
」
を
個
別
に
意
向

聴
取
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

②　

聴
取
し
た
労
働
者
の
意

向
に
つ
い
て
の
配
慮

　

聴
取
し
た
意
向
に
つ
き
社
内

状
況
に
応
じ
て
配
慮
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
介
護
休
暇
や
介
護

休
業
等
の
制
度
が
認
知
さ
れ
ず

介
護
を
理
由
に
離
職
す
る
人
が

多
い
の
が
現
状
で
す
。
介
護
に

関
す
る
悩
み
は
突
然
訪
れ
ま
す
。

介
護
離
職
防
止
に
は
、
事
業
主

側
で
早
め
に
両
立
支
援
制
度
の

周
知
や
整
備
を
行
い
、
容
易
に

取
得
で
き
る
環
境
整
備
と
職
場

風
土
の
改
善
が
重
要
で
す
。
詳

細
が
知
り
た
い
場
合
や
支
援
を

受
け
た
い
場
合
は
、
お
近
く
の

社
会
保
険
労
務
士
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　
（
や
ま
だ
社
会
保
険
労
務
士
事

務
所
所
長
、
社
会
保
険
労
務
士
、

ホ
ワ
イ
ト
企
業
推
進
社
会
保
険

労
務
士
協
議
会
会
員
）

イ
ラ
ス
ト
・
伊
藤
香
澄
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の労務相談サロン脱監督官

第15話　　～休業補償～
相談者　製造業　総務部長

「私は製造業の総務部長です。弊社で、先週の金曜日の午前中に労働災害が発生しました。被災
労働者は、すぐに病院へ行き治療を受け、今週の月曜日、火曜日は休業し、水曜日から職場に復
帰しました。災害が発生した金曜日は、半日分の賃金を支払い、土曜日、日曜日は所定休日のた
め、賃金を支払っていません。弊社の取扱いで、問題はありませんか？」
「休業補償については、休業３日目までは会社が補償し、休業４日目からは労災保険で補償され
ます。所定労働時間内に負傷していますので、休業１日目は金曜日となり、休業２日目の土曜日、
休業３日目の日曜日については、貴社の所定休日であっても会社が休業補償をする必要がありま
す。」
「労働災害が発生した金曜日の所定労働時間の一部分のみ労働した場合、すでに平均賃金の 60％
以上の賃金が支払われていれば、それ以上の補償は必要ないということでよろしいですか？また、
所定休日については、賃金を補償する必要がないと思っていましたが、間違っていますか？」
「労働災害の補償である労働基準法 76 条の休業補償は、その取扱いが異なります。なお、労働基
準法 26 条の休業手当は、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、すでに平均賃金
の 60％以上の賃金が支払われている場合や所定休日については、休業手当を支払う必要はあり
ません。」
「被災労働者の平均賃金は１万円で、金曜日に支払った半日分の賃金は 6,000 円になります。休業
補償では、具体的にどのように取扱う必要がありますか？」
「休業補償は、『所定労働時間の一部分のみ労働した場合は、平均賃金と当該労働に対して支払わ
れる賃金との差額の 60％の額を休業補償として支払わなければならない。』と規定されています。
そのため、被災当日の金曜日について、休業補償では、支払われた賃金 6,000 円と平均賃金１万
円の差額 4,000 円の 60％の 2,400 円を休業補償として支払う必要があります。」
「所定休日の土曜日と日曜日は、どのように取扱えばよいのでしょうか？」

「休業２日目の土曜日、休業３日目の日曜日は、休業補償として、平均賃金の 60％の 6,000 円を
支払う必要があります。そのため、金、土、日曜日の不足分 14,400 円を追加で支払う必要があり
ます。」
「今回の労働災害で、労働者死傷病報告には、休業日数は５日と記載すればよろしいでしょうか？」

「労働者死傷病報告の休業日数のカウントは、被災した当日は含まず、翌日の土曜日からカウン
トするため、休業日数は４日となります。休業補償の休業日数のカウントとは異なります。なお、
被災した時刻が、所定労働時間を過ぎ、残業時間に災害が発生したのであれば、休業補償の休業
日数のカウントは翌日が起算日となりますので、その場合は労働者死傷病報告のカウントと同じ
になります。」
「労働災害が会社の責任による場合、会社は労災保険以外の補填をする必要があるのですか？」

「労働災害については、民事上、会社に安全配慮義務違反が認められるケースが多く、会社の落
ち度で従業員が休業することになったという観点から、民法第 536 条２項により、賃金全額の支
払いをする義務があるとされています。そのため、業務外の通勤災害や労働災害が被災労働者の
過失によるもので会社に責任がない場合等を除いて、休業開始から最初の３日間については賃金
全額、休業開始後４日目以降は、賃金のうち労災保険から支給される休業補償給付を除く部分を
会社で負担することが適切とされた裁判例がありますので、参考にしてください。」

（労働衛生コンサルタント・社会保険労務士　中西浩信）
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碧南支部
【会社概要】
名 称：岡田工業株式会社
創 業：1960 年 5 月
所 在 地： 愛知県碧南市中松町 1―35
代 表 者：代表取締役社長　岡田健一郎
Ｔ Ｅ Ｌ：0566―41―2783
Ｆ Ａ Ｘ：0566―41―2851
ホームページ： https://www.okd.co.jp/

【営業内容】
　産業用機械の設計及び製作。主な製品として電線焼付炉、光パイバ－通信関連装置等多数
　また、製品に伴う工場保全部品および修繕工事。

【経営理念】
鉄と語り、技術で応える。心を込めたモノづくり
この想いを胸に、私たちは次の4つを大切にしています
１．社員が夢と働きがいの持てる企業づくり
２．お客様に満足と安心感を与えられる企業を目指す
３．技術・技能の伝承に尽くし企業基盤を強固にする
４．環境保全に努め地域社会に貢献する

【経営戦略】
１．柔軟な働き方とワークライフバランスの取れた職場づくり
　　社員一人ひとりの意欲と創造性を尊重し、家庭や趣味との両立が可能な働き方を支援します。
２．顧客ニーズへの即応力
　　 お客様の声を現場に迅速に反映し、ニーズに応じた製品を提供し続けることで、信頼と満足を築き
ます。

３．技術の継承と革新
　　 熟練の技術・技能を次世代へ伝承しつつ、新しい技術への挑戦を重ね、唯一無二の技術力を構築し
ていきます。

４．地域との共生
　　地域活動に積極的に参加し、事業活動を通じて地域環境の保全に努め、社会との調和を図ります。
【当社の自慢】
　当社は、製缶技術にこだわる設備メーカーとして、鉄板を自在に扱う“鉄の大工”とも呼ばれる職人
技を誇りにしています。設計から製作、据付まで一貫して自社対応することで、品質と納期の両面で高
い信頼をいただいております。 
　社内には特級技能士・１級技能士が在籍しており、若手社員も直接指導を受けながら、日々スキルアッ
プに励んでいます。また、柔軟な働き方とワークライフバランスの取れた職場環境により、家庭や趣味
との両立も可能。技術と人が共に育つ、そんな会社です。
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2026年度 刈谷労働基準協会主催講習会
講　習　名 日　程 会　場 会　費

会　員 非会員

技
能
講
習

31H フォークリフト
自動車運転免許証【有】

（学）7月 3日
（実）7月 4・5・11 日

（学）愛知県技術開発交流センター
（実）豊田自動織機　高浜工場

32,450 円

35H フォークリフト
自動車運転免許証【無】

（学）7月 2・3日
（実）7月 4・5・11 日 37,950 円

32H フォークリフト
外 国 語
自動車運転免許証【有】

（学）7月 2・3日
（実）7月 4・5・11 日 54,230 円

36.5H フォークリフト 
外 国 語
自動車運転免許証【無】

（学）7月 2・3日
（実）7月 4・5・11 日 61,160 円

有機溶剤作業主任者

6月 29・30 日 ( 追加 )

愛知県技術開発交流センター

13,750 円

7 月 6・7 日

7 月 28・29 日 竜美丘会館（岡崎市） 

8 月 6・7 日 愛知県技術開発交流センター

特化物・四アルキル鉛等
作 業 主 任 者

7月 16・17 日　　　 満席

愛知県技術開発交流センター 13,750 円

8 月 5・6 日

酸素欠乏・硫化水素
危 険 作 業 主 任 者

7月 21・22・23 日　 満席
7月 21・22・30 日

愛知県技術開発交流センター 17,710 円

石 綿 作 業 主 任 者 7月 1・2日 愛知県技術開発交流センター 13,750 円

特
別
教
育

ア ー ク 溶 接 8月 19・20・22 日 （学）愛知県技術開発交流センター
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 23,210 円 26,510 円

粉 じ ん 8月 28 日 愛知県技術開発交流センター 8,360 円 11,660 円

低 圧 電 気
（ 実 技 ７H 含 む ）

7月 28・29 日

刈谷商工会議所 20,570 円 23,870 円

8 月 25・26 日

フ ル ハ ー ネ ス 型
墜 落 制 止 用 器 具 7月 10 日 愛知県技術開発交流センター 9,570 円 12,870 円

産 業 用 ロ ボ ッ ト 8月 19・20・21or22 日 （学）愛知県技術開発交流センター
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 34,980 円 38,280 円

電気自動車等の整備 7月 21 日 愛知県技術開発交流センター 10,175 円 12,375 円

テールゲートリフター 7月 3日 愛知県技術開発交流センター 13,090 円 15,290 円
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講　習　名 日　程 会　場 会　費
会　員 非会員

そ
の
他

工作物石綿事前調査者 7月 22・23 日 愛知県技術開発交流センター 44,000 円 49,280 円

化 学 物 質 管 理 者
（ 取 扱 事 業 所 ）

8月 18 日（学科のみ）
愛知県技術開発交流センター

14,520 円 17,820 円

8 月 18 日（学科・実技） 17,820 円 21,120 円

安 全管理者選任時 7月 8・9日 愛知県技術開発交流センター 18,260 円 21,560 円

職長教育（製造業） 7月 13・14 日 愛知県技術開発交流センター 14,080 円 17,380 円

職 長・ 安 全 衛 生
責 任 者（ 建 設 業 ） 7月 13・14 日 愛知県技術開発交流センター 18,150 円 21,450 円

職長能力向上（製造業） 7月 1日 愛知県技術開発交流センター 8,690 円 11,990 円

保 護具管理責任者 8月 27 日 愛知県技術開発交流センター 17,050 円 20,350 円

フ ォ ー ク リ フ ト
運 転 業 務 従 事 者
安 全 衛 生 教 育

7月 30 日 愛知県技術開発交流センター 9,790 円 13,090 円

有機溶剤業務従事者
労 働 衛 生 教 育 7月 16 日 愛知県技術開発交流センター 8,690 円 11,990 円

騒 音 障 害 防 止
対 策 の 管 理 者
に対する労働衛生教育

7月 17 日 愛知県技術開発交流センター 8,690 円 11,990 円

熱中症予防管理者教育
7月 7日

愛知県技術開発交流センター 7,920 円 9,020 円
8 月 7 日

衛 生 管 理 者
受 験 準 備 勉 強 会 8月 4・5日 愛知県技術開発交流センター 18,810 円 22,110 円

刈谷労働基準協会主催講習会（労務・労働問題関連） （県下各協会合同開催）
種別 講　習　会　名 QRコード 6月 7月 8月 会費（単位 : 円） 会　場会　員 非会員

労
働
法
令

総
合
講
座

1 . 労働実務基礎講習（半日） 9 14 5 無　料 名北労働基準協会 他

2 . 労働実務総合研修（１日） 17 26 10,000 13,330

名北労働基準協会3 . 労働実務専門講座（４日） 10
24

8
22

全日
36,700

全日
44,500

4 . 社会保険労務士試験受験対策総合講座
（13 日間） 詳細はQRコードからご覧ください

労
働
問
題

セ
ミ
ナ
ー

1 . 令和８年度の労働の動向を聴くセミナー

1.1~3

18 無　料 名古屋能楽堂

安
全
衛
生

1 . ダイオキシン類特別教育 22  7,330  9,160
名古屋市工業研究所

2 . 携帯丸のこ等取扱作業従事者教育 23  8,300  9,900

3 . 騒音障害防止対策の管理者に対する
労働衛生教育 17  8,690 11,990 愛知県技術開発

交流センター

4 . 高齢者安全衛生対策セミナー 〇 無　料 名古屋市内会場

社　

員　

教　

育

1 . 管理能力向上研修

1~5

22

 6,000  7,000 名北労働基準協会

2 . ハラスメント防止研修 18

3 . ハラスメント相談担当者研修 25

4 . アサーティブ研修 30

5 . メンタルヘルス管理者研修 7
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愛知労働基準協会主催講習会 （県下各協会合同開催）

講　習　会　名 開催月日 学科会場 実技会場 受講料学科（日） 実技（日）

技
能
講
習

は い 作 業 主 任 者 7月 9・10 日 ポーラビル 13,280 円

乾 燥 設 備 作 業 主 任 者 7月 1・2日 ポーラビル 13,450 円

ガ ス 溶 接 7月 27 日 8 月 1 日 ポーラビル トヨタ安全衛生
教育センター 13,780 円

特
別
教
育

石 綿 作 業 従 事 者 7月 17 日 ポーラビル

会員
6,870 円
非会員
8,370 円

Ｘ 線 装 置・ ガ ン マ 線
照 射 装 置 取 扱 業 務 7月 1日 ポーラビル

会員
17,500 円
非会員
19,500 円

そ
の
他

局 所 排 気 装 置
自 主 検 査 者 7月 6・7日 7月 8日 SDG

会員
58,500 円
非会員
63,000 円

中災防主催講習会 （刈谷労働基準協会会員は会員価格で受講できます）

講　習　名 日　程 会　場 会　費
会　員 非会員

危険予知訓練（ＫＹＴ）1日研修会 8 月 31 日 愛知県技術開発交流センター 19,800 円 22,000 円

必要な講習はお済みですか？必要な講習はお済みですか？必要な講習はお済みですか？
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企業の労働110番！
　労働のトラブル・ご相談・ご質問は迷わず 052―961―7110 までお電話を

労働問題なら

●何でも　民事問題を含めた幅広いご相談が可能です

●何時でも　月～金 8：30 ～ 17：30（祝日等は除く）

● 何度でも労働基準協会会員企業さんは解決まで何度でも。

未入会企業さんも初回ご来局に限り無料でご相談が

　可能です

● 企業の立場で秘密厳守で企業防衛・繁栄のための対策を

　アドバイス。労働者の立場でのご相談はできません

●社会保険労務士等専門家が他 行政OB・産業カウンセラー

　等企業の支援活動を行う労働の専門家です住友建機販売（株）住友建機教習所　愛知教習センター

https://www.sumitomokenki.co.jp



岩手県　和賀郡　西和賀（錦秋湖）「静寂な朝」岩手県　和賀郡　西和賀（錦秋湖）「静寂な朝」岩手県　和賀郡　西和賀（錦秋湖）「静寂な朝」
最新の労働安全衛生法と関連政省令、
告示等に加え、新たに発出された主な
行政指導通達を収録しています。

052―602―4747
052―602―6821

19,800円（税込）

作業環境測定機関登録２３－1
労働衛生コンサルタント登録

〒457―0832 名古屋市南区浜中町 1 ̶ 5 ̶ 1
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